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一 政府は、本日の閣議において、一般職の国家公務員の給与改定

について人事院勧告どおり実施することなどを内容とする本年度

の公務員の給与改定の方針を決定しました。 

この決定を踏まえ、総務省としては、今後、関係府省との連携

を密にしつつ、給与法等の改正法案について所要の準備を進めて

まいります。 

 

二 本年度の給与改定等に当たっては、国民の理解を得るためにも、

能力・実績に基づく人事管理、厳正な服務規律の確保と公務員倫

理の確立を図るとともに、行政改革に積極的に取り組むことを基

本とし、従来にも増して、行政事務・事業の整理、人事管理の適

正化等、行政の合理化、能率化を積極的に推進してまいります。

また、定員について、五年間で五・七％以上の純減目標を確実に

達成し、その中で、メリハリのある定員配置の実現に取り組んで

まいります。超過勤務手当の支給割合等の改定を行うに当たって

は、業務の改善・効率化により超過勤務の縮減を図り、行政コス

トの増加を招かないよう努めてまいります。 

 

三 本年度の地方公務員の給与改定については、国家公務員の取扱

いを基本として決定すべきものと考えます。また、引き続き、地

方における民間給与水準への準拠を徹底するとともに、技能労務

職員の給与についても、特に民間の同一又は類似の職種に従事す

る者との均衡に一層留意し、住民の理解と納得が得られる適正な

ものとなるよう、地方公共団体に対し要請してまいります。 

 

四 各地方公共団体においては、地方財政が引き続き極めて厳しい

状況にあり、その健全化が重要な課題となっていること及び地方



公務員の給与の在り方について国民の強い関心が寄せられている

ことを十分認識し、不適正な給与制度・運用等については、速や

かに是正措置を講ずる必要があります。 

 

五 また、地方公務員の人件費の抑制については、徹底した行革の

推進により進めていく必要があります。各地方公共団体において

は、定員の一層の純減に取り組むとともに、給与情報の徹底した

開示を進めながら、給与制度・運用等の適正化を強力に推進する

など、自主的・計画的な行政改革の推進と簡素かつ公正を旨とし

た行政運営に一層努力を払われるようお願いいたします。 

 地方公務員の時間外勤務手当の支給割合等の改定に当たっては、

国家公務員と同様、業務の改善・効率化により時間外勤務の縮減

を図り、行政コストの増加を招かないよう努めることを地方公共

団体に対し要請してまいります。 

 

六 さらに、能力・実績に基づく人事管理を推進するとともに、厳

正な服務規律の確保と公務員倫理の確立を図っていただくよう、

地方公共団体に対し要請してまいります。 


